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株価指数先物・オプション取引に係る取引時間の延長等について（案） 
平成 21 年 12 月 15 日 

株式会社大阪証券取引所 

項  目 内     容 備  考 

 
Ⅰ 趣旨 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 改正概要 
１ 取引時間の延長 

 

 

 

２ 呼値の単位の縮小 

 

 
・ 当社は，日本株式市場の立会時間終了後における経済情勢・海外市場

の動向等に対応したヘッジ取引等に対するニーズの拡大を踏まえ，当

社市場機能の向上を図る観点から，当社株価指数先物・オプション取

引についてイブニング・セッションを平成19年９月に導入し，翌年

10 月に取引時間を１時間延長したところであるが，その後も日本株

式市場の立会時間終了後における投資家の取引ニーズが高まってい

ることを踏まえて，投資家の利便性向上の観点から，取引時間をさら

に延長するものとする。 

・ また，価格形成の円滑化の観点から，日経平均株価を対象とする株価

指数先物・オプション取引について，呼値の単位を縮小する。 

 
 
・ イブニング・セッションの取引終了時間を現行の午後８時から午後

11時30分に変更する。 
 
 
・ 競争売買市場における日経平均株価先物取引に係る Large 取引の呼

値の単位について，現行の10円から５円に縮小する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ あわせてJ-NET市場における株

価指数先物・オプション取引の

取引時間も同様に延長する。 
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項  目 内     容 備  考 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅲ 実施予定日 
 

・ また，競争売買市場における日経平均株価指数オプション取引に係る

呼値の単位について，以下のとおり縮小する。 

プレミアムの水準 現行 変更後 

20円以下 １円 １円 

20円超1,000円未満 ５円 ５円 

1,000円超 10円 ５円 

 

・ 取引時間の延長については，来年春頃を目途に実施する。 
・ 呼値の単位の縮小については，来年６月14日から実施する。 

 
 
 
 
 
 
 

 

以  上 


